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『国富論』における賃金と人口について
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形をとるにいたり，文明社会の『没落』の必然性

と英国の『危機』を主張するリチャード・プライ

スを中心として大論争がはじまってきたことで

も知られる」2) という内田教授の洞察は，この

点を明敏にも易IJ出されたものであろう。この論

はしがきー一問頸の発端

十八世紀後半フランスにおいて，近代の

「『文明社会の危機』意識に貫かれた」著作が陸

続として発表され， これが思想界の一大論争点

にまで昇華されていったことはよく知られてい

る。その嘴矢となったのは，

『ペルシア人の手紙』やルソーの『学問芸術論』な

どこれである鬼

モンテスキューの

海を隔てたイギリスも決して

この例外であったわけでなく，周知のように第

一次•第二次と展開された「人口論争」の進行

過程にこの近代の「文明社会」の危機意識の貫

徹をはっきりと見とることができる。

「だが， こういったからといって， スミスの

時代に矛盾と問題がなかったというように理解

されてはならない。およそ矛盾と問題のないと

ころに経済学の発展はありえないわけである

し，事実歴史についてみても，

でに 1750年代からヒューム＝ウォーレスの間

そのことは， す

でやや抽象的な形態でおこなわれていた人口論

争が， 70年代になると，きわめてアキュートな

争の歴史的に具体的な現実的条件となったの

言う迄もなく，資本の原始的蓄積過程の進

行であった。商品経済の深化・拡大と共にやが

は，

て一定の歴史的発展段階において必然化され形

成されたこの歴史的過程は，広汎に独立の小商

品生産者層を没落・崩壊させることになったか

らである。

このように「人口論争」が時代の課題に深く

根ざしまたこれを深く捉え，何人の目にも鮮や

かに映った「大規模な論争」であったとすれ

「人口論争」と絡めて同時代人であったスば，

ミスの経済学を再検討することは， あながち無

意味で的はずれであるとは思われない”。 実際

1) 以上の点については，さしあたり，水田洋『ア
ダム・スミス研究』未来社， 1968年，234-6頁を

参照。
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2) 内田義彦『経済学の生誕』〔増補版〕未来社，
1962年， 158-9頁。

3) 羽鳥教授は次のように指摘しておられる。 「こ
の〔人口〕論争が時代に与えた影響はすこぶる大

きく，直接この論争に参加することのなかった人

々も，彼等がひとたび何らかの形で社会体制の分
析を志す時にはつねにこの人口論争に対する自己
の立場を表明しなければならなかったのであっ

て，同時代人たるアダム・スミスもまた自己の独

自の経済学の体系化を構想するにあたってはこの
人口論争をしっかりと見据えていなければならな

かったのである」（羽鳥卓也『市民革命思想の展
開』〔増補版〕御茶の水書房， 1976年， 154頁。

〔〕内は筆者。以下同様）。
このような興味深い視角から羽鳥教授は， 『国

富論』第三編歴史理論の中に沈潜され「人口論
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に先学の業積を維くとき，そのことの必要性を

いよいよ痛感する。先の引用文において内田教

授は， 「人口論争」をスミス経済学の形成のた

めの重要な歴史的ー契機として把握すべきこと

を示唆されているように思われる。また小林教

授も，『国富論』成立の時代が「彼ら〔経済学

者〕相互のあいだには，スミスをもふくめて，

濃淡さまざまながらひろい交遊関係が成立して

おり，その基礎のうえに，多くの論点をめぐっ

て活発な論争がおこなわれ，それをつうじて，

経済理論における対立と浸透とが幅ひろく展開

された」ことをまず確認され，次いで「この学

界の事情をあきらかにすることは，『国富論』の

学史的考証という局面で， とくに重要な意義を

もつことになる」4) と問題提起された際， 「論

点」の一つに「人口論争」を含めておられる。

要するに，『国富論』ないしスミス経済学の形

成過程の解明にあたって「人口論争」のもつ歴

史的意義が認められ，これが重視されなければ

ならないと主張されるのである。とすれば，こ

のことはまた，形成された『国富論』において

も， 「人口論争」に対するスミス独自の具体的

な接近が見いだされ，そうしてこの接近がまた

『国富論』の理論展開を固有なものにしていると

いうことにもなると思われる。では，スミスの

「人口論争」への接近や，それに固有な理論展

開とは， 具体的に何であろうか。勿論，『国富

争」に対する『国富論』の学史的意義を探求して
おられる（同上， 200-16頁）。即ち，教授は「人

口論争」を単に「人口」の多寡をめぐる論争とし
てではなく近代の「文明社会」形成に関する論争
として把握される。確かに教授の着眼は示唆に富

むが各論者の形成されるべき近代の「文明社会」
像は微妙な食い違いを呈しており， これはまた彼
らの「人口」論の内容の差異にも現われているよ

うに思われる。したがって本稿では，ーまず「人口」
論に焦点をあてこれを吟味することにしたい。

4) 小林昇『経済学の形成時代』（『小林昇経済学史
著作集』 I，未来社， 1976年） 21頁。

第 46巻第 4• 5号

論』には「人口論争」を直接に論じた章句はな

い。しかも「アダム・スミスは人口問題に一貫

した所論を少しも与えていなかったし，また，

『国富論』におけるこの問題についての通りいっ

ぺんの所見から完全で体系的な説明を纏めあげ

ることができるわけでもない」5) という評価も

すでにある。しかしながら，スミスは『国富論」

第一編第八章「労働の賃金について」の一節で

「どのような国でも，その繁栄についての最も

決定的な指標はその住民数の増加である」6) と

明確に述べ，この認識を賃金論の中に具体化し

ている。つまり，スミスにあっては賃金論に内

在化されこれと密接不可分なものとして「人

ロ」の問題が論じられているといえよう。した

がって本稿では，第一編第八章のスミスの叙述

に即し賃金論を整理し，合わせて「人口論争」

の当事者の一人であったアーサー・ヤングに焦

点を当てこれを吟味し叫 ャングの所説との対

5) Charles Emil Stangeland, Pre-Malthusian 
Doctrines of Population: A Study in the Histo-

ry of Economic Theory, New York, 1967, p. 

338. 

6) Adam Smith, An Inquiry into the Nature 

and Causes of the Wealth of Nations, The 
Glasgow Edition, Oxford, 1976, Vol. 1. pp. 

87-8．大内•松川訳『諸国民の富』岩波書店， 1969

年， Iの167頁。
以下 Wealthof Nationsからの引用などに際

しては，末尾にグラスゴウ版からの巻数と頁数の
みを掲げ， あわせて前掲訳書の巻数・頁数を記

す。但し，訳文は必ずしも邦訳書に従わない。
7) 第一次•第二次「人口論争」を問題にした業積

は，管見の範囲では次のとおりである。

小林昇『経済学の形成時代』，前出， とくに第
一章，第八章。羽鳥卓也『市民革命思想の展開』

〔増補版〕，前出，第四章。永井義雄『イギリス急
進主義の研究』御茶の水書房， 1962年，第一章，

第二章第二節。田中敏弘『社会科学者としてのヒ

ューム』未来社， 1971年，第六・七章。川島信義
『ステュアート研究』未来社， 1972年。吉田秀夫

『黎明期の経済学』厳松堂書房， 1936年，第四

章。飯沼二郎『農学成立史の研究』御茶の水書
房， 1957年，後編第二章。大森郁夫「ステュアー

トこ『経済学原理』における『人口』と『有効需要』
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比においてスミスの「人口論争」への接近を発

掘し，その学史的意義などにつき思考をめぐら

して行きたい。

二賃金論の内容

『国富論』第一編第八章は次の文言をもって

始まる。 「労働の生産物は，労働の自然的報酬

つまり自然的賃金を構成する。／土地の占有と

資財の蓄積との双方に先行する事物の本源的状

態のもとでは，労働の全生産物は労働者に属す

る。彼には共に分ち合うべき地主も親方もいな

い。／もしこの状態が続いていたら，労働の賃金

は，分業がひき起す労働の生産諸力の一切の改

善と共に増加したであろう。全ての物は次第に

より安価になったであろう。それらの物は，ょ

り少量の労働により生産されたであろうし，ま

—最適人口論の基本構成一~産研シリーズ 4
『古典経済学と産業」， 1980年，所収。
Harold Wright, Population, London, 1923, 

pp. 14-20. James Bonar, Theories of Populati-

on from Raleigh to Arthur Young, London, 

1931, Chap. VI, VII, VIII. Joseph A. Schum-
peter, History of Economic Analysis, New 

York, 1954, pp. 250-8.東畑精一訳『経済分析

の歴史」 2' 岩波書店， 1956年， 520-38頁。
Charles Emil Stangeland, Pre-Malthusian 

Doctorines of Population, op. cit., pp. 275-80, 
pp. 341-50. D. V. Glass, "The Population 

Controversy in Eighteenth-century Engla-
nd. Part I. The Background." Population 

Studies, July 1952. 

本稿では「人口論争」の内容に立入ることはで

きなかった。ただ，「人口論争」の当時者の一人で
あり，人口問題の取扱い方がスミスにある面で近
いと思われる（後述）ヤングを取上げるに留めざ

るをえなかった。したがって「人口論争」の全体
像および各論争者の主張内容，その差異と関連な
どについては，上記の諸文献を参照して戴きたい。

また， ワーメルは，「リカードウの生存費賃金
論」への諸学説の発展を跡づける作業の過程で，

「マルサス以前の人口論」を取上げ，上記の観点
から論じている。 Cf.Michael T. Wermel, The 
Evolution of the Classical Wage Theory, New 

York, 1939, esp. Chap. 5．小林昇・米田清貴

訳『古典派賃金理論の発展』未来社， 1958年，と

くに第五章参照。

たこういう事態のもとでは，等量の労働により

生産された諸商品は，当然相互に交換されたで

あろうから，それらは同様により少量の労働の

生産物で購買されたであろう」 (I, p. 82. I 

の157頁）。

「土地の占有と資財の蓄積」がまだ行なわれて

いなかった「初期未開の社会」では，地主も親方

もいなかったので， もし分業により労働生産性

が向上したならば，それだけ生産物の生産に支

出されねばならぬ労働が削減され，それ故また

「労働の賃金」も実質的に上昇したであろう，

というのがスミスの見解である。 しかしなが

ら，スミスによれば，こうした「初期未開の社

会」の社会関係の下では，分業すなわち「労働

の生産諸力の最も顕著な改善」は起こりえなか

ったのであり，ここにスミスは改めて， 「土地

の占有と資財の蓄積が導入され」支配的となっ

た「文明社会」における賃金の動向を問題とせ

ざるをえないことになる＂。 いま少し詳述すれ

ば，分業が体制化した「文明社会」では，一方

で労働生産力は著しく向上するとはいえ，他方

で労働者の生産物からまず地主のために「地

代」が，次に親方のために「利潤」が控除され

ねばならず，労働者は「労働の全生産物」では

なくその一部のみを享受しうるにすぎない。と

すれば，如何にして社会の下層階級たる労働者

にまで「富裕」が浸透しうるのであろうか，こ

れがスミスの提起した課題である 2)。

1) このようなスミスの問題提起の仕方の中に富塚

教授は，適切にもスミスの「自然的賃金」の「資
本制的『賃金』」への転化の論理を読みとられて
おられる（富塚良三『蓄積論研究J未来社， 1965
年， 101頁）。

2) スミスの近代の「文明社会」に対する分析の視

座が，「初期未開の社会」に較べて，「文明社会」で
は分配の階級的不平等と，それにも拘らず「普遍
的富裕」が実現されていることにあるのは， 周

知の通りである（内田義彦，前掲書， 187-216頁

参照）。この視座は『国富論』の「序論と本書の
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まずスミスは常識の世界に目を向け， 「労働

の普通の賃金がどうなっているかは，どこでも

その利害関係を同じくしない両当事者間に通常

結ばれる契約に依存する」(I, p. 83. Iの 160

頁）と述べる。賃金は直接には資本家と労働者

との個別的賃金契約に基づいて決定され， ま

た，そのように現象するほかはない。このこと

を捕えてのスミスの叙述である。この視点から

みれば，契約や争議にあたって立場上資本家＝

雇主の方が有利であると，スミスは断言する。

何故なら， 「親方たちは，職人たちよりも数が

少ないので，ずっと容易に団結できるし，その

うえ法律は，彼らの団結を公認し，少なくとも

禁止していないのに，戦人たちの団結を禁止し

ている」(I,pp. 83-4. 同上）からである。し

かも， 「地主， 農業者， 親方製造業者， 商人

は，たとえ職人を一人も雇用しないでも，既得

の資財で一年や二年はたいてい生活しようとす

ればできる」が， 「多くの職人は，仕事がなけ

れば一週間とは生存しようとしてもできない

…」ので， 「全てのこのような争議の場合，親

方たちはずっと長くもちこたえることができ

る」 (L p. 84.同上）からである四

とはいえ，こうした皮相的な事実にも拘ら

ず，スミスは次のこともまた否定できぬ事実と

して厳然と貫かれざるをえないと言う。 「•••最

構想」の中にも明瞭に窺われるし，また，第一編

第八章の以上のスミスの叙述の中にも貫徹してい

ることが分かる。

この観点につき，最近飯塚氏が改めて力説され

ている（飯塚正朝「『国富論』の地代論と重商主

義批判（一）」佐賀大『経済論集』第 13巻第 2
号， 1980年）。

3) こう論述するスミスに，所有権論の見地より，

「資本家と労働者との階級闘争」に対するスミス

の並々ならぬ認識を嗅ぎとるのが，ハントである
(Cf. E. K. Hunt, History of Economic Thought: 
A Critical Perspective, ・ Belmont, 1979, pp. 

42-3.）。『国富論』全体の論調に徴するとき，ハ

ントには過度の読込みがないであろうか。

第 46巻第4• 5号

下層の種類の労働でさえ，その通常の賃金を，

かなりの長期間，それ以下に引下げておくこと

ができないように思われる一定の率がある。

／人間というものは何時でも自分の労働によっ

て生活しなければならない。だから，彼の賃金

は少なくとも彼を扶養するのに十分でなければ

ならない。殆んどの場合，賃金は幾分かはこれ

以上でさえなければならない。そうでなけれ

ば，彼は家族を養うことが不可能であろうし，

このような職人の家系は一代以上続くはずがな

いだろう」(Lp. 85. Iの 163頁）。「親方に彼

の資財が利潤を伴って回収され」(L p. 83. I 

の 159頁）なければならないが，それと同様に，

否そのためにこそ労働（力）は再生産されなけれ

ばならない4)。したがってまた賃金は，親方と職

人との契約において低く抑えられるとはいえ，

労働力の再生産を不可能にする「一定の率」以

下に長期間保持しておくことはできないのであ

る。

ところで，ここで本稿の問題関心からとくに

興味がひかれるのは， スミスがこの「一定の

率」を「普通の人類愛 (commonhumanity) 

と一致する最低の率」 (I, p. 86. Iの 164頁）

4) スミスは第六章で次のような認識を呈示してい

る。「資財が個々人の手に蓄積されるや否や，彼ら

のうちのある者は，勤勉な人々を就業させるため

に当然それを使用し，彼らの所産を売ることによ

って，すなわち彼らの労働が原料の価値に付加す

るものによって利潤をあげるために，彼らに原料

や生活資料を供給しようとする。……識人たちが

原料に付加する価値は，この場合二つの部分に分

解されるのであって，その一つは彼らの賃金を支

払い，他は雇主が前払いした原料と賃金との全資

財に対する利潤を支払うのである」(I,pp. 65-6. 

Iの132頁）。

スミスの剰余価値•利潤の源泉への深い洞察を
高く評価しなければならないであろう。しかし，

この見地が歴史認識と経済理論に透徹していると

は言い難い。詳しくは，拙稿「アダム・スミスの

資本蓄積論にみる歴史と理論の問題」九州大『経

済学研究』第44巻第 2• 3号， 1979年を参照して

いただきたい。
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と言いかえていることである。つまり「一定の

率」とはいえ，それは任意なものではない。こ

れに関連してスミスは次のように説明する。

「カンティヨン氏は，…最下層の種類の普通の

労働者が平均して二人の子供を養育することが

できるためには，どのような所でも少なくとも

自分自身の生活費の二倍を稼得しなければなら

ないと想定したように思われるが， この場合，

妻の労働は，子供たちを彼女が世話する必要が

あるので，ちょうど彼女自身をまかなうのに十

分なものと想定されている」 (I,p. 85. Iの

163頁）。スミスの説明はこうである。カンテ

ィヨンによれば，「一定の率」＝「最低の率」の

賃金は労働者自身の生活維持費の二倍である。

というのは，「職人の家系」を一代で終らせぬ

ためには二人ずつの子供を育てていく必要があ

り，それには職人一人分の生活維持費を要する

からである。その際，妻の生活維持費は，彼女

が従事している子供の養育労働の報酬＝対価か

ら引きだされる。かくしてカンティヨンに従え

ば，労働者が平均して自分の生活維持費の二倍

の賃金を獲得できれば，労働者人口は根絶する

ことなく，従来の人口数が保持されることにな

る。してみれば，スミスはカンティヨンの所説

を解説しながら，労働力の再生産という「文明

社会」存立の歴史的根本条件を確保するための

「最低の率」の賃金を，それ以前の労働者人口

数を一定に保つ賃金水準と把握していることに

もなる 5)。 このことに，まずは注意を喚起して

おきたい。

次にスミスは，これ迄検討してきたように賃

金は，資本家と労働者との契約上の力関係で，

5) 但しスミスは，「最低の率」の：賃金水準につき

「……夫婦自身の生活維持費としてぎりぎりに必
要とされるものより幾分かは多い」 (I,pp. 85 

-6. Iの163頁）と断定するのみで，その正確な

数値の確定を回避している。

可能な限り低く抑制される（「最低の率」）とは

いえ， 「ある一定の諸事情」の下では「最低の

率」を上回ることもあると述べる。 「いかなる

国でも，賃金によって生活する人々，つまり労

働者，日雇織人，あらゆる種類の使用人に対する

需要がたえず増進する場合」，「人手が払底し，

そのことが親方たちの間の競争をひきおこし，

親方たちは労働者を獲得するために互いにせり

合い，こうして賃金を引上げまいとする親方た

ちの自然的団結を自発的に破ってしまう」 (I,

p. 86. Iの164頁）。 自由競争の社会関係の下

では労働需要の増進が，賃金を「最低の率」ま

で引下げようとする親方の意図を打破してしま

う。つまり，新たな関係，次元のもとでの考察

が必要になるというわけであるが丸 この労働

需要の規制要因を問題にし，これに答えてスミ

スは， 「賃金によって生活する人々に対する

需要は，賃金を支払うことになっ、ている元本

(fund) の増加に比例する以外に増加しようが

6) ワーメルは以下のような評価を与えている。

「このように， アダム・スミスのおこなった賃金
理論の最初の分析は，二つの相関連する段階から

なっていた。第一に，賃金は社会的に決定され
る。この段階は『国富論』〔第一編の〕第八章のは

じめに説明されている。この第八章の終りに，第
二の段階ー一すなわち，賃金は経済的に決定され

る一ーが加えられている。社会的対立が経済的諸
要因によって制約をうけるという概念が，経済的

諸条件の自足的複合体との関連において，スミス
によって分析された」 (M.T. Wermel, op. cit., 

pp, 134-5.前掲訳書， 189頁）。

また，スミスの賃金水準決定論の多角性に注目

してオブライエンは，「実質的に古典派の全賃金
論は，アダム・スミスの〔『国富論』の〕第一編第

八章にみられる様々な賃金決定論に由来する」と
評している。 Cf.D. P. O'Brien, The Classi-

cal Economists, Oxford, 1975, pp. Hl-2. 

確かにオプライエンの指摘の通りではあろう

が，スミスの多角的見地は，決してバラバラで無
秩序なものではない。この多角性・多面性が一つ

の重層的な理論構造をとっていることが重視され

なければ，スミスの賃金論への接近も不十分にな
ってしまうであろう。
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ないことは明白である。こうした元本には二種

類ある。第ーに生活維持に必要なものを越えて

余りある収入， 第二に彼らの親方たちの仕事

に必要なものを越えて余りある資財(stock)が

これである」 (Ibid., Iの 165頁）），と述べる。

第ーは， 「地主」 「年金受領者」などの「金持

ち」が「召使」を雇用する場合であり，換言す

れば，剰余価値のうち個人的消費に充当される

部分である。第二は，「日雇職人の労働によって

利潤をあげるために…彼らを雇用する」 (Ibid.,

同上）「親方」の前貸資本のうちの賃金部分に相

当する”。 この両者，すなわち「収入や資財の

増加」・「国富の増加」に応じて賃金元本は増

加し，それゆえ賃金もまたこれに規定されて増

加すると言うのである。

ところが，こうして「国富」が増加し労働需

要が高まり，そのことによりまた賃金が上昇し

てゆくと，次のようにならざるをえないとスミ

スは指摘する。 「もしこの〔労働〕需要がたえず

増加しつつあるとすれば，労働の報酬は必然的

に労働者の結婚と増殖を鼓舞するが，それは，

労働者がたえず人口を増加することによりたえ

ず増加する労働需要を充足することができると

いう仕方で行なわれるであろう。万一この報酬

がこの目的のために不可欠な額以下であればい

つでも，人手の不足がそのうちにこの報酬を引

上げるであろうし， また， 万一この報酬がそ

れ以上であればいつでも，労働者の過剰な増殖

がそのうちにこの報酬をそれ〔労働需要の充

足〕に必要な率にまで引下げるであろう。市場

は，前者の場合には余りにも労働の供給不足の

状態であり，後者の場合には余りにも労働の供

給過剰の状態なので，そのうちに社会の諸事情

7) 言う迄もなく，この源泉は，剰余価値のうちか
ら蓄積される部分にある。

第 46巻第4 • 5号

が必要とする適当な率にまで，この価格は引き

戻されることになるであろう」(Lp. 98. Iの

181頁）。

ここでスミスは，まず労働市場におけるその

時々の需給関係が「労働の報酬」の多寡を規定

する事実に目をとめ8)， そのうえでその運動法

則につき論じているのである。スミスによれ

ば，賃金所得の運動も決して無規則なものでは

ない。「国富の増加」に刺激されて賃金の「市

場率」が上昇すると，これに反作用する要因が

働く。 「市場率」の上昇は労働者の生活状態を

改善し，またこのことが結婚を促し労働力の生

産を高め「人口」を増加させ， 増大した労働

需要を充足することになり， これに「必要な

率」・「適当な率」にまで「市場率」を引下げ

ることになると言う。換言すれば，「市場率」

は，その変動を通じて労働供給に影響しこれを

調整し，「国富」の増加率が事前に示す労働需要

の充足を実現するのに「適当な率」・「必要な

率」に収敵することになるのである 9)。 とすれ

ば，スミスが第七章の結びの部分で「自然価格

そのものは，賃金，利潤および地代というその

構成部分の各自然率と共に変動する。そして，

あらゆる社会ではこの率は，その社会の諸事情，

つまりその社会が豊かなのか貧しいのか， そ

の社会が進歩的状態なのか停滞的状態なのか，

それとも衰退的状態なのかに従って変動する」

(I, p. 80. Iの155頁）と主張していること

8) したがって， この「労働の報酬」という概念
は，賃金の「市場率」ともいうべきものであるこ
とは自明であろう。以下，「市場率」と記す。

9) ここまでくると，労働需要の規定要因とされた
「国富の増加」という概念は，短期的・一時的な
ものではないことが分かる。しかし，この場合ス
ミスは「国富の増加」を短期的・一時的なものと
長期的・平均的なものとに必ずしも明確に区別し
ていないように思われる。たかだか「たえず増進
する場合」と述べているだけである。
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との関連が問題となる。ここにいう賃金の「自

然率」は，見られるとおり価格構成説の見地よ

り「自然価格」の一構成部分と規定されている

が10)，それはまた社会の富の状態換言すれば

「国富の増加」率いかんと共に変動するとも述

べられているので，上記の労働需要の充足に

「必要」ないし「適当な賃金率」と同一の概念

であることが知られよう 11)。

ともかく賃金率は，「市場率」としては労働市

場における日々の需給によって決定されるほか

ないが，それもやがては需給均衡点へと収束す

ることになる。それ故， この均衡点における賃

金の「自然率」の動向こそが，近代の「文明社

会」における「普遍的富裕」の見地からも，重

要な問題となる。しかし，この論点は，既に吟

味したように「国富の増加」→賃金元本の増加

を動因とする長期的・平均的な労働需要の増加

が「自然率」を引上げていくことになるので，

「国富の増加」率に結局は係わることにもなる。

こうしてスミスは，「文明社会」における賃金の

動向の規定要因を確定し，それは「国富の増

加」に従い上昇し， したがってまたそれと並行

して「文明社会」の最下の階級である労働者に

も「富裕」が浸透してゆくことを明確化するの

である 12)0 

10) 周知のように第八章は，既に明らかにした「分
配」論視点と並んで，価格構成説に沿って価値・

価格論の完成を図る（しかし実際には「循環論」
に陥っている）という視点をも含んでいる。価値

論と分配論との関連については，中村廣治「アダ
ム・スミスの資本蓄積論（ 1)」広島大『経済論
叢』第 3巻第 3号， 1980年を参照。

11) この点はすでに先学が明確にされたところであ
る。富塚良三，前掲書， 110頁。羽鳥卓也『古典
派資本蓄積論の研究』未来社， 1963年， 22-3頁

を参照。
12) このような論理展開の延長線上にスミスが，い

わゆる「高賃金の経済論」を披猥していることは
よく知られている。 もっともこの主張をスミス

は， 「社会的正義」の観点からも裏づけているの

うえにみたようにスミスは，近代の「文明社

会」の「初期未開の社会」に対する優越性を確

証するのであるが，このことは当時のイギリス

における「文明社会」論争ともいうべき「人口

論争」といかなる関連・意義を有していたので

あろうか。 この問いに十分答えるためには，

「人口論争」の当事者の見解にも傾聴しなけれ

ばならないであろう。節を改めよう。

三ヤングの所説

名誉革命以後急激にイギリスの「人口」は減

少していると主張したR. プライスの見解につ

き，「プライス博士の人口論に答える」のなか

でヤングは次のように記している。「プライス師

は， かれのひじょうに創意工夫に富んだ著書

『生存支払の諸考察』のなかで， この国の人口が

減少しているということを描きだしてみせた。

これは，祖国に好意を寄せる全ての人々を驚愕

させ恐怖させずにおかないものであり，また隣

国の人々の心を浮き浮きさせずにおかないもの

である」1)。すでに述べたように，十八世紀にあ

っては一般に，「人口の減少」はその国の衰亡を

だが。
「高賃金の経済論」の内容とその意義などにつ

いては，本稿に直接関係があるわけではないの

で，あえて言及をさし控えた。すでに論じられて
いることである。以下の業績を参照願いたい。小

林昇「アダム・スミスにおける賃金」（『小林昇経

済学史著作集』 ]I' 未来社， 1976年）とくに第二
章。 中村廣治， 前掲論文， 39-40頁。 Vincent
Bladen, From Adam Smith to Maynard Keyn-
es: the heritage of political economy, Tor on to, 

197 4, pp. 38-40. 

1) Arthur Young, "Reply to Dr. Price on 
Population." 1972. in Political Arithmetic 
Containing Observations on the Present State of 

Great Britain; and the Principles of Her Policy 

in the Encouragement of Agriculture…….Lon-
don, 1774, Reprinted Edition, New York, 
1967, p. 322. 

以下，本書からの引用の際には，末尾にP.A.
と略記し頁数を示す。
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表わすと，あるいはそれと同義であると理解さ

れていたので，いってみれば，プライスは，名

誉革命以後のイギリスは国力が衰退していると

問題提起し，これに警告を発したのであった。

このプライスの「文明社会」危機論は，当然の

ことにも衆目をひきつけざるをえず，ヤングも

またこれを無視することができなかった。しか

も，ヤングによれば，フ゜ライスの著書の「主要

部分は，一連の明白な証拠資料で成り立ってお

り」，またプライスは，「文筆活動においてかなり

の評判を博していたジェントルマン」 (Ibid.）で

あったので，その影響をなお一層ヤングは思い

至さねばならなかったのである。

こうしてヤングは，フ゜ライスの「人口論」に

真向から対立し，これに論駁を加えてゆくこと

になるが，その際， 実証を重じるヤングは丸

プライスの列挙する資料の欠陥を曝きこれをい

ちいち指摘しながら，他方でこう述べている。

「常識的に考えてみて，この王国では，前者の

時期〔十七世紀〕 には後者の時期〔現在〕より

も150万以上の人々が生存していたとすれば，

かれらはどの辺りで働き口にありついていたの

であろうか。／〔プライス〕博士は，これら全て

の諸事情”が前者の時期よりも四分の一だけ少

ない数の人口を表わしうるとお思いなのであろ

うか。もしフ゜ライス博士が， こうした諸事情が

確かに存在するとお考えになり，同時にまた

1660年よりも人口が少ないと仰るならば，私

は，それと同じように，プリテンで最も人口の

多かった時代は，征服王の治政の時代であった

と言わざるをえない」(P.A. pp. 325-6)。ヤン

2) Cf. G. E. Mingay ed., Arthur Young and 

His Times, London, 1975, p. 3. 

3) ここにいう「諸事情」とは， すぐ後に記す関
税，内国消費税，輸出入総量，地代，地価および
貨幣利子などの動向である。

第 46巻第4• 5号

グは，フ゜ライスが言うように「現在」よりも十七

世紀の方が， 150万も人口が多かったとするな

らば，この 150万の国民はどこでどのようにし

て生計をたてていたのかと，一見すると実に素

朴な感想・疑問をプライスに投げかけるのであ

る。関税，内国消費税，輸出入総量，地代，地

価および貨幣利子の動向に注目すると，これら

の指標から，「現在」の産業活動はウイリアム征

服王の時代は言うに及ばず名誉革命以前よりも

隆盛を極めていることが分かる。ヤング自らが

言うようにまことに「常識的」な視点ではある

が，「人口」は「雇用」と関連づけて取上げるこ

とによって初めて十全に捕捉することができ

る―これがヤングの思考の出発点であり，ま

た一貫した立場であった。事実ヤングは，主著

『政治算術』のなかでも，「何故，バーミンガムの

住民は 1750年の二万三千人から 1770年の三万

人に増加したのであろうか。その確かな理由

は，それにみあった雇用の増加が生じたからで

ある。人手に対する需要があるところではどこ

でも人手はたくさん存在するであろう。つま

り，人手に対する需要があるということは，生

活が楽であるということの別の言い方にすぎな

い…」 (P.A. pp. 61-2)と論じて，同様の観点

からこの問題に接近しているのである。

ところでヤングは同じく『政治算術』の中で，

「食料品」 （農産物）がいかにして一国全体で

「豊富」になるかを説明したあと，「私は，それ

と同じことが労働についても起こることを殆ん

ど疑っていない」 (P.A. p. 61)と述べ， 「人

ロ」の問題に研究の歩みを進めている。それ

故，ャングの「食料品」についての見解からみ

てゆこう 4)0

4) そもそもヤングは「序文」で次のように『政治
算術』の著作動機を明示していた。「今日， ョーロ
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『政治算術』第一章の冒頭でヤングは，イギリ

スの農業が繁栄している原因の一つとして「こ

の王国の一般的富」(generallwealth)を指摘

している5> (P. A. p. 4)。「鉱山の結果ではな

くインダストリィの結果である一国の富に比例

して，農業手工業 (arts)，製造業および商

業は繁栄するであろう」 (P.A.p. 46)。「私が

思うに，この王国のハズバンドが大いに繁栄し

ているのは我国の富 (riches)の量のためであ

る」(P.A. p. 47)。

このようにヤングは，最初に自らの結論とも

いうべき命題を掲げてしまう。何故そう結論で

きるのであろうかー一その具体的説明に入る前

にヤングは，農業者が「家族が生活してゆくの

に丁度十分なだけの土地を有する」場合，「農業

は繁栄する」(P.A.p. 47) という当時の通俗論

を取上げり これに反論を加えながら，自らの

いう農業の歴史的形態をそれなりに明確化す

る。通俗論の構想する農業形態は，確かに「人

ッパで農業が遭遇している大奨励は，政治経済学

のうちで，大地の耕作を問題にするかの部分に関
する多数の出版の原因もしくは結果（恐らく両方
であろうが）となってきた。私の気づいたところ
では，これらの著作の幾つかにおいて，極端に誤

った諸原理に基づいていると私には思われるよう

な思考傾向や主権者への進言が幾つかの場合に存

在する。同時に，外国の論者たちが著作の多数の
文節にイングランドの事例を引用しているが，甚
だ誤解したうえで引用していることも目につく。
こうした諸状況に誘発されて私は，農業が奨励さ

れている大プリテンの制度を平易に説明しようと
試みたのである……」 (P.A. pp. v-vi) と。

5) その他の原因としてヤングは，（一）自由，口租税

制度，口借地権，四一般的に十分の一税が徴収さ
れてないこと，国人格的奉仕の免除，因穀物法，
囮囲い込み，囚食肉の消費を列挙する (P.A.p. 

4)。ヤングは，これらを一々吟味してゆくのであ
る。この検討については他日を期したい。

6) ここでヤングがプライスらの所論を念頭に浮か
べていることは明らかである。プライスについて

は，羽鳥卓也 『市民革命思想の展開』〔増補版〕，
前出，第四章第三節。永井義雄， 前掲書， 121-9

頁を参照。但し，両教授のプライスに対する評価

には麒顧が見られる。

間を養育するという単なる目的」には適してい

るかも知れないが，その下では，「農業者は彼ら

の土地生産物以外に何も消費せず，彼らは製造

品を購買できず，また彼らが租税を支払うとす

れば，必ずや彼らを貧困化させ窮乏化させる圧

迫が伴うであろう。そのような住民は近代国家

においては役に立たない」 (P.A. pp. 47-8)。

近代国家は，自給自足の農業社会のそれではな

く，製造業や商業が生成し展開し，また膨大な

官僚制度や軍事制度などのための莫大な国家財

政を必要とする社会のそれである。こうした事

実認識を前提してのヤングの所見であろう。こ

の認識に支えられてヤングは，農業を「単なる

生存の手段としての農業」と「トレイドとして

の農業」とに区別して，「……後者の近代国家に

とっての重要性は無限である」 (P.A.p. 48) と

述べる。要するにヤングは，十八世紀イギリス

において広汎に展開してきつつあった製造業，

国内商業外国貿易等の様々な商品経済活動・

商品流通やその一層の拡大と深化のための重要

な槙粁として機能した原蓄国家の財政を視野に

おさめ，これらと絡めて農業を把握しようとし

たと言ってよい。

次いでヤングは「トレイドとしての農業」が

いかにして「奨励」されていくかを説明する。

「過去二十年間の優越性は，この国における富

の量によるものであった。この富の量が異常な

までに全ての偉大な事業の改善の実行を促進し

た」 (P.A. pp. 49-50)。「流通する貨幣量が非

常に大なる時には，驚くべきことに，便宜をえ

て全ての種類の大事業が企てられ実行される。

…より富裕な時代には大額の貨幣が，より貧乏

な時代の小額の貨幣よりも千倍も容易に得られ

獲得され借入れられ調達される。だから，この

ことこそが優越性を与える事情であり，またイ
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ンダストリィの全範囲を非常に大きな程度，鼓

舞する事情なのである」(P.A. p. 50)。引用し

た文言は理解の届かぬところもある。しかし，

察するに，ヤングは「富」を「貨幣」とりわけ「流

通する貨幣」として掴み叫 その上で， この

「流通する貨幣」量が増加すれば，新期の農業

投資のために必要な前貸貨幣資本の調達・入手

が容易になると言いたいのであろう 8)。 だが，

「流通する貨幣」量の増大によって，何故「貨

幣の調達が容易になる」のであろうか。このこ

とについての具体的説明はない。只，経験によ

る素朴な認識が，ャングにこう無条件に確信さ

せているのであろうか。

ともあれ， 他方でヤングは「私が言う利点

は，貨幣の調達が容易であることにのみ依存す

るのではない。もう一つの非常に重要な事情は

奢｛多の増大であり， これは消費を増大する」

(P. A. p. 52)とも主張する。ヤングによれ

ば，「奢移」 「消費」の増大は食料品に対する需

要を高めるが9)， これがまた，「この需要に応じ

ようとする」 (P.A. p. 57)農業者の「生産を

除々に奨励し， したがってその数量を規則的に

増加させる」(P.A. p. 61)。換言すれば，「トレ

7) 羽鳥卓也，前掲書， 195頁。小林昇『経済学の
形成時代』，前出， 109頁を参照。尚， ここでの

「流通する貨幣」とは「広義の流通手段」の意味
に解すべきであろう。

8) ヤングには，金貨幣と銀行券との区別はない。
「この研究では， 貨幣 (money) と紙券 (pa-

per) との区別は全くすべきではない。 というの

は，両者の効果は将に同一であるからである。こ
の国によって作り出された活発なインダストリィ

の偉大な勇姿は，殆んど全面的に，紙券信用の導
入，増加およびこれによる支持に依るものであっ
た」 (P.A. pp. 50-1)。銀行券の機能の一面的強

調が，「貨幣」と「紙券」との差異と関連につき
認識を妨げることになっている。

9) ヤングは「消費」を増加させるのは，「第一に国
民数の増加，第二に彼らを一層立派にそして一層
豊富に食べさせること，第三に浪費すること」 (P.

A. p. 52)と述べている。

第 46巻第4• 5号

イドとしての農業」は，市場機構によりその生

産が律しられるのであって，市場における需要

超過すなわち「高価格」が供給の増加を促迫し

生産を刺激し，こうしてまた農業生産が改善さ

れ拡大されることになる。そうして，やがては

生産の向上が供給量を増加させ， これが需要量

を上回り「安価」になると，生産は停滞しさら

には削減されることになるのである。

したがってヤングは，需要の増加と「高価．．． 
格」とを同一のものと認め，不断の「高価格」

の確保を力説することになるが， これにつき彼.... 
は，「私は一般的富を重視しているが， この重視

はモンテスキューやヒューム氏によって断乎主........ 
張された原理，即ち，諸商品の価格は正貨ら直..... 
に比例するというのと同じ原理に基づいてい

る」 (P.A. p. 112．傍点は原文—以下同様）

と論じる。ャングは， いかにして農業生産が

「奨励」されるか， 換言すれば， いかに農産

物の「高価格」が確保されるかを貨幣現象面で

説明するために， ヒュームの「機械的貨幣数量

説」を援用しているように見える。ヤングに従

えば，「富の一大流入」が生起すると，「価格騰

貴」 「したがって農業者に利益が生じる」。

「一般的富」＝貨幣の増大は10)， ヒュームの所説

に従い，価格を騰貴させるとヤングは主張し，.... 
こうして持続的な「一般的富」の増大が農業を

「奨励」することになると言うのである。只，

ここで注意しなければならないのは，ャングは

ヒュームに依拠するとはいえ，いわゆる「数量

10) 「鉱山の全然ないところでは， 国民的支払差額
（これは，二，三の例外を除けば貿易差額のこと

である）が富の手段であり，富こそが，あらゆる

インダストリィの部門を，つまり，製造業と同様
に農業を奨励する。偉大な国内流通と……国富の

豊富は，順なる貿易差額が達成されなければ，夢
物語である…」 (P.A. p. 261)。ヤングが，貨幣

の増大は専ら貿易差額の順調に依ると促えている
ことが注目される。
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説」を換骨奪胎して利用しているにすぎない点

である。すなわち， ヒュームは「貨幣を交換手

段としてのみみる中立貨幣の考えにもとづき，

貨幣量の増大はそれに比例した物価騰貴をもた

らすものと考え」11) たのに対し，ャングはヒュ

ームの結論のみを取出し，これを自己の農産物

の「高価格」→農業の「奨励」の説明のために

利用している。この点に今少し立入ってみよう。

「戦争や他の理由で外国商業が国富を莫大に

増加する位に増加するとしよう。追加的所得が

多数の人たちの財産に付け加えられ，これらの

人々は一般に支出を増加し， したがって需要を

増加するであろう。私には，国富の一大増加が

起これば，必ず個々人の支出の増加がこれに続

いて生起するとしか考えられない」 (P.A.pp. 

114-5)。ここでヤングは，流通手段としてより

もむしろ購買手段としての貨幣の機能に着目し

増加した貨幣は退蔵されることなく必ずや購買

手段として機能し追加的需要を実現させると述

べている 12)。そしてこの見地から国富＝貨幣の

価格への作用を高調するのである。ヒュームの

「数量説」をこうした内容において，ヤングは

理解している。ヒュームは掏衡とその下での事

態を重視するのに対し，ヤングの場合には均衡

の観念は稀薄である。貨幣の大規模な流入が原

因となって惹起される一連の展開こそが強調さ

れることになっている。 ともかくも， こうし

11) 田中敏弘，前掲書， 53頁。

12) このヤングの見解は，独得の見地より「あらゆ

るものの標準価格を決定するのは，需要と供給と
の複雑な作用である」 (P.A.p. 112)と述べた

J.ステュアートに対し，ヒュームの「数量説」

を擁護しようとして打出されたものである。ステ

ュアートについては，小林昇「重商主義の貨幣理
論一貨幣的経済理論の前史ー」（『小林昇経済学史
著作集』皿未来社， 1976年） 402-414頁。川島
信義，前掲書，とくに第五章。 DouglasVickers, 

Studies in the Theory of Money 1690-1776, 

Philadelphia, Chap. 12.を参照。

て，先にみた「もう一つの利点」としての「奢

修」 「消費」 「需要」の増加もまた， こうした

「一般的富」＝貨幣の流入・増大に裏づけられ

たものであったのである。

ともあれ，叙上のようにヤングは「農業の奨

励」・農産物の「豊富」と「一般的富」との関

連につき論じる。ヤングにとり，「人口」の問題

は単なるこの応用問題にすぎない。

「私は既に需要の増加につき考察したが，そ

れは商品の価値 (value)を引上げ， したがっ

てその商品の生産を奨励することによってその

商品量を増加させる手段なのである。そして私

は，このことを牛肉，羊肉，小麦および労働に

適用した。私が注目したのは，需要が同じまま

であるのに市場の商品量が減少すると，〔その商

品の生産を〕奨励するようにこのことが作用し

て，現在では通常の量以上に〔その商品が〕供給

されるということであった。これは人口につい

ても同様である。戦争によって人間を失なう。

大都市によって人間が破壊される。移住によっ....... 
て人間が減る。これらは，ーーーもし需要が減退....... 
していなければ，人間の数を増加させる最も強

欲な方法である」(P.A. p. 65)。

ヤングは「トレイドとしての農業」，言いかえ

ると，農業生産が商品経済のルールに従うこと

に注目していたが，ここでは労働力したがって

その際ヤングは，短期的にはステュアートの主

張が，長期的（これは均衡論的という意味ではな
い）にはヒュームの所論が妥当するとも述べ，結
局はヒュームに賛意を表する。このことからヴィ

カーズは「それ故彼〔ヤング〕は，明らかに相対
立する立場を和解させようとする」と評価してい
る (Cf.D. Vickers, op, cit., pp. 259-61)。だ

がその場合にも，ヤングの意図はともあれ，既に

ヤングによって両者の主張の本質が損なわれてし
まっていることが忘れられてはならない。

尚， この点については，小林教授の以下の業績
を参照願いたい。小林昇， 前掲論文， 414-9頁。
同『経済学の形成時代』，前出， 115-6頁。
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「人間」の生産もまたこれに従わざるを得ないこ

とを高調するのである。だが，その場合，ヤン

グは，貨幣経済の農村への浸透や囲い込み運動

が農村の自給自足の経済を打開してゆくことを

捉えているとはいえ13)，ャングに，それらがも

たらし，また上の引用文に含まれる事実認識の

歴史的・論理的前提条件であるはずの労働力の

商品化という特殊・歴史的な事態についての明

確な理論的把握があるわけではない。恐らく，

社会の主要な産業が資本主義的に営まれてき

つつあるという事実認識， あるいは， 営まれ

るのが望ましいという確信が，ャングにこうし

た立論をとらせているのであろう。ともかく，

この立場からすれば当然，「食料品」と同様，労

働力＝人間の生産を促進し「人口」を増加させる

のは，市場における労働力の「高価格」という

ことになる。言葉をかえると，「人口を大奨励す........... 
るのは何か。それは，所得の獲得が容易なこと

である。その所得が農業， 製造業あるいは商

業何れから生じるかは全然重要ではない…」

(P.A. p. 66)ということになる。

それでは，労働力の「高価格」を実現し，

「所得の獲得を容易にする」原因は何であろう

か。ここでもまた，「食料品」の場合と同じよう

にヤングは，労働力に対する不断の需要超過・

13) ヤングには次のような叙述がある。「農業がト

レイドとして営まれるのを妨げるよう働いている
質朴を破壊する原因は，近代国家にとって非常に

有益である。それは国富である。貨幣が流入する
と，そのような小土地は大区画に結合されるよう
になることによって，消滅するに違いない。大区

画では農業がトレイドとして営まれ，生産物の剰
余が生じ，それが市場へ搬出され，販売され，租
税が支払われ， 貨幣流通が活発化する」 (P.A.

p. 48-9)。「その場合， 前世紀には田舎の広大な

土地が未耕地だったことを想起すべきである。八
十年たって，それが囲い込まれ，新しい農場に，

すなわち，これらの著者たちが想っているよりも
ずっと大きな土地に転換された。これは全て，囲
い込みの結果であり， したがって囲い込みは雇用
の大増加を生み出したのである」 (P.A.p. 73)。

第 46巻第4• 5号

追加的需要の創出を挙げる。すなわち，持続的

な「雇用」の増大こそが「人口」の増加を促迫し誘

導することになると述べる。その場合「雇用」の

増大は，農業，製造業，商業を問わず，産業活

動一般の「活発化」によって現実化される。そう

してまた，この「活発化」を促す基低要因は，既

に吟味したように「一般的富」の増加＝「貨幣

の流入」なのである。こうしてヤングは，「国富

の増加は労働に対する需要を増加させ，これが

また常に労働の価格を騰貴させる効果をもって

きた。しかし，この騰貴は，その商品つまり

諸君が呼ぶように呼べば，人間あるいは労働の

生産を奨励した。そして，その後この商品が増

加すれば労働の価格は下落する」 (P.A.p. 61) 

と「人口の原理」を確定するのである 14)。そう

してこの見地より， 「小農場」， 「開放耕地」，

「素朴な生活」を「人口」増加の原因とするフ゜

ライスを批判してゆくのである 15)0 

四賃金論と「人口」の問題

前節で「人口論争」の当事者の一人であった

ヤングを取上げ，その見解を吟味した。これを

念頭に置きながら本節では，スミスの「人口論

争」への接近を刷挟してみたい。

既に知ったようにスミスは，近代の「文明社

会」の優越性を「人口」の多寡を直接にめぐっ

て論述しているわけではなかった1)。 あくまで

14) 飯沼教授は，「すなわち，ヤングは，国富の増加
は裁業〔employment〕の増加を結果し，職業の

増加は人口の増加を結果する，と主張するのであ

る。これすなわちヤング人口論の骨子である」
（飯沼二郎，前掲書， 255頁，強調は原文）と指摘

しておられる。簡にして当を得た指摘といえよう。
15) この詳細な内容や意義と限界などについては，

羽鳥卓也，前掲書，第四章第四節。飯沼二郎，前
掲書， 256-9頁を参照。また， Cf.C. E. Ming-

ay ed., op. cit., pp. 102-7. 

1) もっともヤングにとっても「人口は二義的な問

題」であった。「しかし， 近代国家における国民
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も，近代の「文明社会」における「普逼的富

裕」の浸透に着目し，その理論的根拠を探りあ

て解明することを以って，これに替えたのであ

る。とはいえ，他方でまた注目されるのは，「ど

のような国でも，その繁栄についての最も決定

的な指標はその住民数の増加である」 (I, pp. 

87-8. Iの 167頁）と明示的に述べていること

である。しかも，これに加えて第二節で吟味し

たように「文明社会」における賃金の動向を確

定するに際して，その論理展開の重要な結節点

に「人口」の問題が鋳込まれていた。この点を

どのように解したらよいのであろうか。

スミスは「文明社会」の賃金動向を次のよう

に規定していた。賃金率は，さしあたり「市場

率」としてその時々の労働力の需給関係に従い

決定されるが，にも拘らず，「国富の増加」いか

んが事前に定める「自然率」ないし「適当な

率」にそれは，変動過程を通じて収緻されるこ

とになる。それ故に「国富」の増加率がどのよ

うな状態にあるのか一―—このことが賃金動向を

決定的かつ基抵的に規制することになる。但し

その場合に，「市場率」が「自然率」へと収束す

る過程は，「市場率」の高低が，労働力の供給と

生産に， したがってまた「人口」の増減に影響

し，これを「社会の諸事情が必要とする」労働

需要に調整することを媒介にして初めて実現さ

れることになる。 このように， 賃金率の運動

は，「人口」の増減運動を必然的に随伴し2)， こ

の数は決して〔その国家の〕強さの尺度ではな
い。その尺度は富のみである。インダストリィか

ら生まれる貨幣が充満している場合には人間は決

して不足してなかった。しかし貨幣が欠乏してい
れば， 人口は何の意味もない」 (P.A. p. 269) 

と論じる。ヤングは，「人口」は富＝貨幣の量に規
制され，これと共に増加するものであると言いた

かったのである。
2) こう規定するスミスに， ブラーデンは「第一

に，労働供給が労働需要の変化に対応するのに必

れと不可分の内的関連をもって過程すると規定

されていることに，先ず注目したい。

それにしても，第二節での検討によれば，ス

ミスの「賃金率」概念には， うえに述べた「市

場率」，「自然率」ないし「適当な率」と並んで

「最低の率」というのがあった。「最低の率」の

理論的意味を少し探ってみたい。スミスがこの

概念を措定した経緯を振返っておけば， こうで

ある。賃金はさしあたり労働者と資本家とのカ

関係を背景とした賃金契約において決定される

他はないが，これも資本それ自身の存立基盤で

ある労働力の再生産が確保されることを条件と

してのことであり，それ故，この再生産を保証

する「最低の率」の賃金水準が社会に存在する

はずである，と。とはいえ，スミスの理論展開

の赴くところでは，賃金動向を根祗において規

定するのは，この「最低の率」ではなく，「国富

の増加」率が指し示す労働需要の水準， これで

あった。既に述べたとおりである。スミスが

「最低の率」なる概念を打出してきた理論的意

味は以上のことに尽くされているであろうか。

「たとえ一国の富が極めて大きくても，もし

その国が長く停滞的であれば，その国では労働

賃金が非常に高いと期待してはならない。……

もしこのような国で労働賃金が，これまでずっ

と，労働者を扶養しまた彼が家族を養育できる

のに十分すぎるものであったとしても，労働者

たちの競争と親方たちの利害関係とが，まもな

要な時間は何年にもなるに違いない。幼児が成長
しなければならないからである。第二に，人口が

賃金に反応して成長するという単純な説明は……
とうてい満足できるものではない」 (V.W. Blad-
en, op. cit., p. 36) と異議を唱えている。スミ

スには産業予備軍の概念はない。ブラーデンの疑
問は当然である。
また同様の指摘は， Claudio Napoleoni, 

Smith Ricardo Marx, translated by J. M. A. 

Gee, Oxford, 1975, p. 48． にも窺われる。
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くそれを普通の人類愛と一致するかの最低の率

にまで引下げてしまうであろう」(I,p. 89. I 

の168-9頁）。

「国富」が一定であり， したがって労働需要

も不変である経済状態が続けば，高い水準にあ

った賃金は，「人口」の増加＝労働力供給の増加

から生じる「労働者たちの競争」とそれを条件

とした「親方たちの利害関係」とが，賃金水準

を「最低の率」にまで下落させてしまう。「国

富」が停滞的状態にある社会の賃金の動勢を，

このようにスミスは論議するのである。賃金水

準の行き着く先が「最低の率」であるとすれ

ば，この「最低の率」はまた，この社会の「自

然率」とも一致することになるであろう。「最低

の率」と「自然率」とでは概念付けが異なる。

ただ，停滞的な経済状態の下では量的に一致す

るだけである 3)。 このような社会類型に属する

中国につき，スミスは次のように特徴づけてい

る。

「しかしながら，中国はたとえ静止している

かも知れないが， 後退しているとは思われな

い。住民によって見捨てられた都会は，中国で

はどこにもない。かつて耕作されたことのある

土地で，放置されているものはどこにもない。

それ故，同一または殆んど全く同一の年々の労

働が引き続き遂行されているに違いないし， し

3) 「自然率」を「最低の率」とスミスが規定して
いると解する論者もまったくないわけではない。
例えば，ナボレオーニはこの見解に傾斜している
ように思われる。 (Cf.Claudio Napoleoni, op. 

cit., pp. 47-8)。
しかし， このことについては既に第二節で吟味

しておいた通りである。またこの点を明確にされ
たのは，富塚・羽鳥・中村の各教授である。（富
塚良三，前掲書， 106-10頁。羽鳥卓也『古典派資
本蓄積論の研究』，前出， 21-5頁。中村廣治，前
掲論文， 38-9頁）。だが， 各教授にあっては「最
低の率」のもつ意味が必ずしも十分に捉えられて
いるとは思われない。
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たがってまた，それを維持することになってい

る元本も目立って減少していないに違いない。

それ故，最下層の労働者たちは，自分たちの生

活資料が乏しいにも拘らず，どうにかこうにか

工面して，その平常の数を維持する程度，自分

たちの種族を存続させているに違いない」(I,

p.90. Iの170-1頁）。停滞的な社会につき多面

的な観察所見をスミスは述べているが，ここで

は労働者数＝「人口」数が一定であると特徴づけ

ていることに注意を促したい。もともとスミス

には，「住民数の増加」がその国の経済的繁栄を

表わす「決定的な指標」であるという認識があ

った。うえの文言は，この「決定的な指標」に

着目しての記述であると理解してよいだろう。

スミスに従うならば，「人口」数が一定の社会

は，「国富」が停滞しているのである。とするな

らば，この「指標」はどうして「指標」たりう

るかが，次に問題とされねばならない。

「最低の率」は量的には，労働力の単純再生

産を保証する賃金水準であった。言いかえれ

ば，「人口」数を一定に保持しておく水準であ

る。ある時期に「自然率」が上昇しこれを上回

れば，高い「市場率」に鼓舞されて「人間の生

産」が増加し労働供給を増加させて，やがては

「市場率」も「自然率」に帰ーすると同時に，

期首に比べて「人口」は増加することになる。

そうして， この増加分は「最低の率」と食哀合．． 
れた上昇した「自然率」との差額で示されるわ

けである。言う迄もなく，「自然率」の上昇を誘

導した原因は，「国富の増加」である。こうして

スミスは，「国富の増加」率が賃金の「自然率」

を規定し，これがまた「人口」の動向を規制す

ることを明らかにし4)' 「人口」の動勢が，一国

4) ホランダーは適切にも，こう指摘する。 「スミ
スの分析に特徴的な側面は，資本蓄積率に与えら
れた，労働需要を規制する『独立』変数としての
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の富の状態・経済状態を表示する最も現象的で

はあるが最も「決定的な指標」である，と確信す

るに至ったのではないだろうか叫 この論理展

開の枠組のなかで，「最低の率」は「人口」の趨

勢を計測するための一方での基準としても措定

されている。 この点に，「最低の率」なる概念

が打出されたもう一つの理論的意義をみたいと

考える。

このようにみてくると，スミスの賃金論は，

裏返していえば，同時に「人口」論にもなって

いると理解できはしないであろうか。少なくと

も，スミスは，賃金動向を説明するために「人

ロ」の問題に言及せざるをえなくなり，このこ

とがまた，スミスに，「人口」動向の規制メカニ

ズムを解明する論理を明確化させることにもな

っていると言えよう。要するにスミスは，基本

的に「人口」の問題は，賃金，さらにつき詰め

れば，その規制要因である「国富の増加」率の

問題と関連づけて，またこのことから説明され

るべきだと言いたかったように思われる。実際

にスミスは，「他のあらゆる商品に対する需要と

同様に，人間に対する需要が必然的に人間の生

産を規制する。つまり，人間に対する需要は，

人間の生産が余りにも緩慢な場合にはこれを速

め，余りにも迅速な場合にはこれを停止させる

のである。世界のありとあらゆる国で，すなわ

ち北アメリカ， ョーロッパおよび中国で，繁殖

役割であって，（長期的または趨勢的な）実質賃

金率や人口増加率はこれに依存するのである」
(Samuel Hollander, The Economics of Adam 

Smith, Toronto, 1973, p. 157.小林昇監訳『ア

ダム・スミスの経済学』東洋経済新報社， 1976 

年， 222頁）。

5) 周知のようにスミスは，「国富」＝賃金元本の

増加率を基準として発展的社会，停滞的社会，衰

退的社会の三類型に社会状態を区別し，この見地

から賃金動向を論議しているが，その際にも，賃

金動向の問題とならんで「人口」の増加率が各社
会状態を特徴づける基準として述べられているの

である。

の状態を規制したり決定するのは， この人間に

対する需要なのであり，これこそが，北アメリ

カでは繁殖を迅速で累進的なものにし， ョーロ

ッパではそれを緩慢で漸進的なものにし，中国

ではそれを全く停滞的なものにしているのであ

る」(I, p. 98. Iの 181頁）と論じている。

もし『国富論』第一編第八章「労働の賃金につ

いて」が叙上のような含意をももっているとす

れば，当時再燃しつつあった「人口論争」に係

わったわけでないとはいえ，これをも射程に取

込みうる議論を展開しようとしたスミスの秘か

に息づく問題意識をここに看取するのは無理で

あろうか凡換言すると，スミスは第一編第八

章の叙述を通して「人口論争」の内容に肉迫し

ようとしたのではないだろうか。この点に，ス

ミス賃金論のもう一つのインプリシットな歴史

的意味と学史的意義を読みとりたいと思う。

最後に，この学史的意義の内容につき，ャン

6) とはいえ， 1776年3月に出版された『国富

論』の執筆時にスミスがヤング＝フ゜ライス論争

を識り，これを『国富論』の論述に積極的にとり

入れたという確証は必ずしもない。 というのは

「1773年の春， スミスは『国富論』が大体完成し

たと考えたので，原稿を携えてロンドンに出発し

た。それに少し仕上げの手を加えて出版業者に
渡すためであった」 (JohnRae, Life of Mam 

Smith, London, 1895, p. 262. 大内兵衛・大内

節子訳『アダム・スミス伝』岩波書店， 1972年，

326頁）し，また， 1773年以後ロンドン滞在中ス

ミスは，主に「アメリカ問題」の研究・執筆に全
力を傾注した (Ibid.,Chap. XVII.前掲訳，第

17章）からである。本稿では，スミスが「人口」

問題を取上げ，それを独自の観点から論じている

事実を重視し，吟味してみた。
なお， 1785年12月22日付の書簡でスミスはプ

ライスにつき次のような短評を与えている。「プ

ライスの推論は，当然忘れ去られざるをえないと

存じます。彼は党派的な人物であり，きわめて浅

薄な哲学者であって，だから，けっして有能な計

算者ではないと，小生つねづね考えておりました」
(The Correspondence of Adam Smith, ed. by E. 

C. Mossner and I. S. Ross, Oxford, 1977, 

p. 290)。また， Cf. J. Rae, op. cit., Chap. 

XXVIII.前掲訳，第 28章。
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グの所説と対比することによって簡単にふれて

おこう。プライスと異なって叫 ャングは，当

時，勃興しつつあった社会が資本と賃労働とい

う一つの歴史的に特殊な社会関係に担われて展

開してゆくことを前提し，この社会関係の下で

の「人口」の動勢を考察した。しかも， 「所得

を獲得することの容易さ」，「雇用」の増大と結

びつけ， したがってまた「労働の価格」＝賃金

の動向との関連で，「人口」を位置づけその態様

を確定しようとした8)。 この限りでは，スミス

もまたそうである。すなわちスミスは，近代社

会の三大所得範疇を賃金，利潤，地代として明

確化し，そのうえで賃金の動向を取上げ，こ

れと絡めて「人口」の問題を解明しようとし

た9)。 このように両者は，「人口」を論じる際に

同様の歴史的な社会の枠組を取上げ，また同様

の観点と論理でもってこれに迫ろうとしたとは

いえ，同時に両者の差異にもまた注意が惹かれ

る。

第一にヤングに較べてスミスは，「人口」規制

のメカニズムをより複雑により精緻化して捉え

ている。スミスは，近代の「文明社会」におけ

る社会関係から必然的に実現されなければなら

7) プライスの主張は，明らかに独立の小商品生産

層に基盤をおいたものであった。詳しくは，羽鳥
卓也『市民革命思想の展開』 〔増補版〕， 前出，
185-8頁。永井義雄，前掲書， 127-8頁を参照。

両教授のプライスに対する評価づけは必ずしも一

致しているわけではないが，この点では食い違い
はない。

8) 次の小林教授の洞察は示唆的であろう。「こう
して『政治算術』によって，経済の自然的甚盤の

問題が経済学的関心の焦点からはずされる準備が

ととのえられたのである」（小林昇『経済学の形
成時代』，前出， 114頁）。

9) しかしスミスは，フ゜ライスが提起した「文明の
洗練された状態」における「大都市」での「腐

敗」 「放縦」 「悪徳」などの問題，いわゆる「文
明の中の野蛮」を決して無視したわけではない。
ただし，スミスは，これを近代国家の一つの重要
な政策的課題とするのである (Il, p. 788, pp. 

795-7. Ilの1133頁， 1143-6頁）。
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ぬ歴史的に特殊な社会的条件として労働力の再

生産を重視し，これを保証する賃金水準を「最

低の率」と定式化したが，これを「人口」問題の

観点からみれば，「人口」を一定数に保つ賃金水

準という内容をもつことにもなる。そうして，こ..... 
れと実現された「自然率」とによって「人口」の

増減がより精密に示される。既に述べた通りで

ある。つまり，ヤングのように単純に，「一般的

富」が産業活動一般を奨励し「雇用」を増加さ

せることを以ってのみ「人口」の動向を規定し

ていない。このようにスミスが精緻化して「人

ロ」動向を規定できたのも，先の近代の「文明

社会」のもつ社会的特殊性の認識と並んで，「賃

金率」を問題にする場合，ズミスが一時的・経

過的な「市場率」と長期的・平均的な「自然

率」とを区別し，究極的には「国富の増加」率を

「自然率」と結びつけて説明したことに起因す

る。そしてこの捉え方がまた，「人口」論の特殊

性をスミスに認識させることにもなった。つま

り，「人口」は短期的な問題ではなく，長期的に

しか扱いえぬ課題である。スミスは，曖昧さを

残しながらも，この「人口」動向が論じられる

べき局面をそれなりに明確化できたと評価して

もよいだろう 10)。さらにまた，両者は「人口」の

規制要因として「国富の増加」を共に易rJ出した

が，スミスはその中味を「資財」と「収入」と

に区別していた。ここでは，まだ賃金一般，ぁ

るいは「人口」が問題であったので，スミスは

10) ヤングに，賃金の「市場率」と「自然率」との
区別がなかったのは言う迄もない。ただ，第三節
〔註〕 12)で紹介したように， ステュアートのヒ

ューム批判にふれて価格決定の問題を「長期」と
「短期」とに区別して論じている。その論述から

判断すると，ヤングの力点は「長期」的なものに
あったとも思われる。 「人口」の問題が暗黙のう

ちに無自覚のうちに，ヤングにこうした（均衡論

的とはいえないが）立場をとらせているのであろ
うか。
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この内容区別の指摘にのみ留め，両者を別個に

考察しなかったと思われる。とはいえ，このこ

とは第二の差異と密接に関係している。すなわ

ち，同じく「国富」とはいえ，その意味内容は

全く相違している。

スミスは『国富論』第二編で資本の再生産と蓄

積を論じ，「生産的労働」（製造工）と「不生産的

労働」（召使）とを区別して，事実上前者こそが

再生産過程において絶えず機能し利潤をも生み

出す賃労働であると規定し，この労働の増大を

以って資本蓄積と概念する。してみれば，ここ

でスミスは「生産的労働」を資本と， そして

「不生産的労働」を収入と各々交換される労働

とも規定しているのであって，第一編第八章で

の「国富」の内容区別の論理を具体化している

ことにもなる。そして，「これら〔不生産的労働〕

のうちで最も卑しい労働でもある一定の価値を

もっており，それは，他のあらゆる種類の労働

の価値を規制するのと同一の原理そのものによ

って規制される」 (I, p. 331. Iの523-4頁）

とはいえ，「不生産的労働」は「一般にそれが行

なわれる将にその瞬間に消滅してしまう」 (I.

p.330. Iの522頁）ので，再生産＝蓄積論の論

理次元になると，「国富の増加」の内容規定を構

成するのは資本蓄積ないし「生産的労働」の雇

用増加ということになる。他方ヤングにあって

は，「国富」は貨幣であり，貿易差額の順調によ.... 
る持続的な「貨幣の流入」なくしては「人口」

増加は実現されえない。つまりヤングは，国内

の資本蓄積のもつ意義や役割の重大さを認識で

きなかったといえる。これに対してスミスは，

ヤングのこの限界を突破し，近代的人間の「改

善本能」に基づき自律的に過程する資本蓄積の

構造や機能を易IJり出したが，このことがまた，ス

ミスに，近代の「文明社会」における「自然」

で自律的な「国富」の増進と「人口」増加の過

程を理論的に間明させることにもなった。この

点に，スミスの最も重要な学史的意義を認めな

ければならないであろう。
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